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労働経済編 

１ 雇用・失業の動向 
 

１ 労働力需給の動向 
（有効求人倍率は1.13倍で、前年に比べて0.05ポイント低下） 

令和３年平均の有効求人倍率は1.13倍となり、前年の1.18倍を0.05ポイント下回った。 

資料出所 厚生労働省「職業安定業務統計（一般職業紹介状況）」 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

２ 労働力人口、就業者等の動向 
（労働力人口は８万人の減少） 

 労働力人口（15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口）は、2021年平

均で6,860万人（前年に比べ８万人の減少（２年連続の減少））となった。 

 

（労働力人口比率は62.1％） 

① 労働力人口比率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、2021年平均で62.1％

と、前年に比べ0.1ポイントの上昇（２年ぶりの上昇）となった。 

② 男女別にみると、男性は71.3％と0.1ポイントの低下、女性は53.5％と0.3ポイントの

上昇となった。 

 

（非労働力人口は29万人の減少） 

 非労働力人口は、2021年平均で4,175万人（前年に比べ29万人の減少（２年ぶりの減少））

となった。このうち65歳以上は15万人の増加となった。 

 

 

求人倍率には、「有効求人倍率」と「新規求人倍率」とがある。 
有効求人倍率＝月間有効求人数／月間有効求職者数（倍） 
新規求人倍率＝新規求人数／新規求職申込件数（倍） 

「新規求人数」とは、その月に受け付けた求人をいい、前月から未充足のまま繰越され

た求人と新規求人数との合計を「有効求人数」という。 
また、「新規求職申込件数」は、その月に受け付けた求職申し込みの件数をいい、「有効

求職者数」とは、前月から繰越された有効求職者数と「新規求職申込件数」との合計をい

う。 
有効求人倍率は、動きが安定し方向が読みとりやすく、また、景気の動向とほぼ一致し

た動きを示す。求人倍率としては、通常、有効求人倍率が用いられる。 
一方、新規求人倍率は労働力需給状況の変化の先行的な動きをとらえることができると

されている。 
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（就業者は９万人の減少） 

 就業者は、2021年平均で6,667万人（前年に比べ９万人の減少（２年連続の減少））となっ

た。男女別にみると、男性は3,687万人（22万人の減少）、女性は2,980万人（12万人の増加）

となった。 

 

（雇用者は前年と同数） 

① 就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2021年平均で5,973万人（前年と同数）と

なった。 

② 就業者に占める雇用者の割合は89.6％（0.1ポイントの上昇）となった。 

③ 雇用者を男女別にみると、男性は3,256万人（14万人の減少）、女性は2,717万人（14

万人の増加）となった。 

④ 自営業主・家族従業者は660万人（６万人の減少）となった。 

 

【就業者の地位別分類】 

 

 
 
 
 
 

☑ ここをチェック 

□ 就業者に占める雇用者の割合は約９割です。 

 

（週間就業時間別の雇用者の割合は、週43～48時間の区分で0.4ポイントの低下となっ

た一方、週35～42時間の区分で0.6ポイントの上昇） 

① 休業者を除く雇用者について、総数に占める週間就業時間別の割合をみると、週43～

48時間の区分は2021年平均で14.4％（0.4ポイントの低下）となった。一方、週35～42

時間の区分は36.7％（0.6ポイントの上昇）となった。 

② 雇用形態別にみると、 

・ 正規の職員・従業員は、週間就業時間が週43～48時間の区分で0.4ポイントの低下とな

った一方、週35～42時間の区分は0.7ポイントの上昇となった。 

・ 非正規の職員・従業員は、週間就業時間が週43～48時間の区分で0.4ポイントの低下と

なった一方、週５～９時間及び週15～19時間の区分は0.3ポイントの上昇となった。 

雇用者 

就業者 

自営業主 

家族従業者 
（自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従

事している者） 

（個人経営の事業を営んでいる者） 
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◆ 雇用形態、週間就業時間別雇用者の割合（2021年平均） 

 

 

（雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7％） 

① 正規の職員・従業員は、2021年平均で3,565万人（前年に比べ26万人の増加（７年連続

の増加））となった。 

② 非正規の職員・従業員は、2,064万人（26万人の減少（２年連続の減少））となった。 

③ 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7％（0.4ポイントの低

下）となった。 

 

（非正規の職員・従業員の割合は、65歳以上で75.9％） 

非正規の職員・従業員の割合（「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合

計に占める割合）を年齢階級別にみると、65歳以上は2021年平均で75.9％となった。 
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◆ 年齢階級別非正規の職員・従業員の割合の推移 

 

 

 

（役員を除く雇用者のうち有期の契約は27万人の減少） 

役員を除く雇用者を雇用契約期間別にみると、無期の契約は、2021年平均で3,746万人（18

万人の増加）、有期の契約は1,402万人（27万人の減少）となった。 

◆ 雇用契約期間別役員を除く雇用者の内訳（2021年平均） 
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＜労働力調査の区分＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

☑ ここをチェック 

□ 労働力人口比率（労働力率）は、約６割です。 
□ 男性の労働力率は約７割、女性の労働力率は約５割です。 
□ 年齢（５歳階級）別の労働力率は、男性は台形型、女性はＭ字型になっています。 

調査期間中に少し

でも仕事をしたか 仕事を休んでいた 

通学のかたわらに仕事 

家事のかたわらに仕事 

仕事を探していた 

通 学 

家 事 

その他 

仕事をしなかった 

完全失業者 

従業者 

就業者 

休業者 

非労働力人口 

労働力人口 

主に仕事 

15歳以上 
人口 

□ 労働力人口 

15歳以上人口のうちの、就業者と完全失業者をあわせたもの。 
□ 労働力率（労働力人口比率） 

15歳以上人口に占める労働力人口の割合（％） 
□ 就業者 

「従業者」と「休業者」を合わせたものをいう。 
(ｲ) 「従業者」とは、調査期間中（月末１週間。以下同じ）に賃金、給料、諸手当、内

職収入などの収入を伴う仕事を１時間以上した者。なお、家族従業者の場合は、無給

であっても仕事をした者とする。 
(ﾛ) 「休業者」とは、仕事を持ちながら、調査期間中少しも仕事をしなかった者のうち、 

① 雇用者で、給料、賃金の支払を受けている者又は受けることになっている者、 
② 自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから

30日にならない者 
□ 雇用者 

就業者を従業上の地位別に分けると、自営業主・家族従業者及び雇用者に分けること

ができる。このうち雇用者とは、会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われ

て給料、賃金を得ている者（会社、団体の役員も含む。）のこと。 


